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５　基本的な視点

　(1)多様なライフスタイルを認めあう ･･･････････････････････････････････　２

　(2)子どもの幸せを第一に子育ちを支援する ･････････････････････････････　２
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　(5)地域の育児力を回復するとともに、地域のきずなを強める･･････････････　３
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Ⅱ  後期行動計画の内容

目標１　子どもがのびのびと健やかに育つよう、支援する

　(1)乳幼児期から心と体の健康づくりを推進する･･････････････････････････　４
　　　①乳児家庭訪問指導
　　　②親子学級
　　　③妊婦健康診査
　　　④平日準夜間初期小児救急医療＜新規＞
　　　⑤はしかゼロ作戦＜新規＞
　　　⑥アレルギー健康診査＜新規＞
　　　⑦子どもの感染症予防＜新規＞

　(2)虐待や犯罪から子どもを守る････････････････････････････････････････　５
　　　①要保護児童対策地域協議会
　　　②子どもと家庭に関わる相談事業
　　　③乳児家庭訪問指導＜再掲＞
　　　④子どもへの暴力防止講習会
　　　⑤セーフティ教室
　　　⑥安全・安心メール＜新規＞
　　　⑦連絡網メール配信システム＜新規＞
　　　⑧親子で学ぶ「情報モラル」＜新規＞
　　　⑨いじめ対策＜新規＞
　　　⑩コンピュータ活用による情報教育＜新規＞

　(3)個別のニーズのある子どもを支援する････････････････････････････････　７
　　　①発達支援相談
　　　②特別支援学級＜新規＞
　　　③特別支援教育＜新規＞
　　　④発達障害等相談・療育経費助成＜新規＞
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目標２　子育てに喜びとゆとりをもてるよう、親と家庭を支援する

　(1)親としての成長を支援する･･････････････････････････････････････････　９
　　　①乳児家庭訪問指導＜再掲＞
　　　②子育てひろば事業
　　　③親子学級＜再掲＞
　　　④家庭教育学級
　　　⑤子育て支援講座
　　　⑥子どもと家庭に関わる相談事業＜再掲＞
　　　⑦チャイルド・ケア・プランナー事業＜新規＞
　　　⑧親子で学ぶ「情報モラル」＜新規・再掲＞

　(2)虐待等、重い育児困難現象に対応する････････････････････････････････１０
　　　①要保護児童対策地域協議会＜再掲＞
　　　②子どもと家庭に関わる相談事業＜再掲＞

　(3)子育てにゆとりをもてるようにする･･････････････････････････････････１１
　　　①次世代育成手当
　　　②ファミリー・サポート・センター事業
　　　③一時（いっとき）預かり保育
　　　④訪問型一時預かり保育事業＜新規＞
　　　⑤緊急一時保育等家事援助＜新規＞
　　　⑥育児支援ヘルパー事業＜新規＞

　(4)子育てと社会参加の両立を支援する･･････････････････････････････････１２
　　　①こども園
　　　②保育園待機児童ゼロの堅持と保育サービスの向上
　　　③延長保育・休日保育
　　　④ファミリー・サポート・センター事業＜再掲＞
　　　⑤一時（いっとき）預かり保育＜再掲＞
　　　⑥訪問型一時預かり保育事業＜新規・再掲＞
　　　⑦病児保育＜新規＞
　　　⑧病後児保育
　　　⑨ショートステイ（短期入所生活援助）
　　　⑩トワイライトステイ（夜間養護等）
　　　⑪学童クラブ事業運営＜新規＞
　　　⑫学校施設等を活用した民間学童クラブ事業等（学校内学童クラブ）
　　　⑬児童センター・児童館事業運営＜新規＞
　　　⑭児童館的機能の整備
　　　⑮次世代育成支援行動計画策定奨励金
　　　⑯子育て支援への取り組み企業に対する区の契約制度での優遇措置
　　　⑰中小企業従業員仕事と育児支援助成事業
　　　⑱育児・介護休業者職場復帰支援事業
　　　⑲スポット延長保育＜新規＞
　　　⑳年末保育＜新規＞

　(5)多様な家族形態への支援を行う･･････････････････････････････････････１６
　　　①居住安定支援家賃助成
　　　②チャレンジ支援貸付事業＜新規＞



目標３  安心して子育てできるまちをつくる

　(1)子育て環境を整備する･･････････････････････････････････････････････１７
　　　①保育園待機児童ゼロの堅持と保育サービスの向上＜再掲＞
　　　②学童クラブ事業運営＜新規・再掲＞
　　　③学校施設等を活用した民間学童クラブ事業等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校内学童クラブ）＜再掲＞
　　　④児童館的機能の整備＜再掲＞
　　　⑤公園・児童遊園
　　　⑥平日準夜間初期小児救急医療＜新規・再掲＞
　　　⑦赤ちゃん・ふらっと＜新規＞
　　　⑧幼稚園の学級編制＜新規＞

　(2)子どもの居場所づくりを推進する････････････････････････････････････１９
　　　①放課後子ども教室＜新規＞
　　　②中高生等の居場所づくり

目標４  子どもの成長に応じた経験や学びの場をつくる

　(1)子どもの生きる力を育成する････････････････････････････････････････２０
　　　①健康・食育・体力向上プラン＜新規＞
　　　②心の教育コーディネーター派遣<新規＞
　　　③コンピュータ活用による情報教育＜新規・再掲＞

　(2)地域の育児力を育成する････････････････････････････････････････････２１
　　　①子どもに関わる職員の対応能力の向上
　　　②ファミリー・サポート・センター事業＜再掲＞
　　　③子育て・家族支援者の養成＜新規＞
　　　④児童等への総合防災教育＜新規＞

目標５　区民･企業･行政が一体となって子育てに取り組む

　(1)働き方や固定的な男女の役割分担を変える取り組みを行う･･････････････２２
　　　①次世代育成支援行動計画策定奨励金＜再掲＞
　　　②子育て支援への取り組み企業に対する区の契約制度での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優遇措置＜再掲＞
　　　③中小企業従業員仕事と育児支援助成事業＜再掲＞
　　　④育児・介護休業者職場復帰支援事業＜再掲＞

　(2)サービスのあり方を検討し、サービスの質を担保する･･････････････････２３
　　　①サービス評価制度

　(3)情報を届け、共有できるシステムを充実する･･････････････････････････２３
　　　①子育て応援ガイドブック
　　　②教育広報紙＜新規＞

　(4)区民と行政の協働、行動計画推進体制の整備･･････････････････････････２４
　　　①子どもに関わる職員の対応能力の向上＜再掲＞
　　　②千代田区子育て施策の財源の確保に関する条例＜新規＞

　※　「Ⅱ  後期行動計画の内容」中、

　は国へ目標事業量を報告する施策である。



前期行動計画における取り組み

Ⅰ　後期行動計画の概要

１　目　的

２　計画の位置づけ

　我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化は著し
く、次世代育成支援対策は喫緊の課題となっている。
　そこでこの計画は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社
会の形成に資することを目的に策定した。

　国は、次世代育成支援の取り組みを強力に推進するために、平成１５年７月に１０年
間の時限立法である「次世代育成支援対策推進法」を定め、全国の自治体に次世代育成
支援のための行動計画の策定を義務づけるとともに、従業員数が３００人（平成２３年
４月からは１００人）を超える事業所に対しても同様の行動計画の策定を求めている。
　この千代田区次世代育成支援行動計画は、同法第８条第１項に基づく千代田区の行動
計画であり、５年を１期として定めた前期の行動計画の実施状況等を踏まえて策定した
後期の行動計画である。

　千代田区は、明日の社会を担う子どもたちの育成は社会全体で支援することが不可欠
であるとの認識のもと、次世代育成支援を区政運営の基本的な柱の一つにとらえ、子ど
もを産み育てたいと願う人々が安心して出産し、喜びや楽しみを味わいながらゆとりを
持って子育てをすることのできる地域社会づくりに取り組んできた。
　仕事を続けながら子どもを産み、育てたいと願う人たちがまず遭遇するのが、「仕事
と子育ての両立」いわゆるワーク・ライフ・バランスの困難さである。労働環境や保育
サービスの不十分さから、仕事か子育てかを選ばざるを得ない状況が続いている。
　そこで本区は、まず、平成１４年度に２３区で唯一、保育園待機児童ゼロを実現し
た。また、幼稚園と保育園に関する国の縦割り行政が行われる中、従来の幼稚園や保育
園といった枠組みにとらわれない新たな乳幼児育成施設である「こども園」を創設し、
地域の子どもが年齢や保護者の就労形態で区別されることなく、同じ内容の育成課程を
受けられるようにした。その後、本区におけるこの先進的な取り組みが国をも動かし、
平成１８年１０月、新法に基づく「認定こども園制度」が設けられたところである。
　そこで、前期行動計画では、この保育園の待機児童ゼロを堅持するとともに、放課後
児童健全育成事業の充実やアフタースクール事業の充実により、学童クラブの待機児童
ゼロに取り組んできた。また、区として２箇所目のこども園となるふじみこども園の整
備にも取り組んできた。
　一方、区独自の児童手当制度をさらに拡充した次世代育成手当の支給、乳幼児医療費
助成をさらに拡充したこども医療費助成、さらに、中小企業における仕事と子育ての両
立支援を推進するための中小企業従業員仕事と育児支援助成、育児・介護休業者職場
復帰支援、次世代育成支援行動計画策定奨励金の交付にも取り組んできた。
　加えて、本区は、全国的にも極めて珍しい取り組みとして、子育て支援を担当する部
門と教育を担当する部門を統合し、「こども・教育部」を創設した。これにより、国
の「厚生労働省」と「文部科学省」といった縦割り組織に倣うことなく、０歳から１８
歳未満までを見通した統一的・効率的・効果的な次世代育成支援施策の展開が可能と
なった。
　そして、これらの施策を盛り込んだ前期行動計画の着実な推進を図るため、全国初の
子育て施策の財源の確保に関する条例を制定し、各年度の特別区民税歳入見込額の概
ね１パーセント程度の額を子育て環境の整備・充実のための新規・拡充施策に要する経
費に充ててきた。
　これだけの多岐にわたる取り組みは、他の自治体に例がなく、本区における次世代育
成に大きく寄与してきたものと自負している。後期行動計画においては、これらの取り
組みを継承・発展させるとともに、質・内容の充実にも努め、次世代育成支援施策を着
実なものとしていくこととする。また、組織統合の強みを生かしたサービスの充実にも
一層努めていく。



３　計画期間

　平成２２年４月から平成２７年３月

４　基本理念

　　　子どもと親の育ちを地域全体であたたかく支えるまち－千代田

５　基本的な視点

（1）多様なライフスタイルを認めあう

（2）子どもの幸せを第一に子育ちを支援する

（3）親育ちを支援し、家庭の教育力を高める

　子どもが育つためには大人の力が必要である。しかし、子どもは日々の生活の中で、
子どもなりに社会の一員として自らの人生を歩み、生きる目的に向かって自ら取り組ん
でいく力を発揮できる存在である。それゆえ、子どもが秘めている「自ら育つ力」を大
切にし、大人は子どもが安心して健やかに育つ権利を保障する必要がある。心身の健康
と安全への配慮、子どもの居場所の確保、子どもの生きる力の育成と活用など、具体的
な支援策などが必要である。

　様々な違いや垣根を乗り越えて、お互いが理解し、認め合い、そして尊重し合う「共
生」の理念のもと、家庭・学校・園・地域等がともに一体となって子どもたちを育て、
また、自らも育っていく、いわば「共育」を実践するため、次の６点を基本的な視点と
して計画を策定した。
　なお、これらの視点は、今後、千代田区における次世代育成支援施策を展開していく
うえでの指針ともしていく。

　昨今の子育て困難現象には、親や家庭の教育力低下が顕著に反映されていることは否
めない。しかし、初めから子育てをする力を備えた立派な親はいないであろう。世間で
よく言われる「今どきの親は」という批判をする前に、親が親としての心構えと知識を
身につけ、主体的に育児にかかわれるようになるための支援、すなわち“親育ち支援”
にまず力を注ぐことが必要である。
　親や家庭の教育力低下の背景には、さまざまな社会問題が存在しており、個々の親に
責任を求めても解決が難しい面も少なくない。子育てを支えるしくみや環境が崩れた
り、親が子育てに十分な時間をとれない雇用環境の改善が遅れていたり、親として成長
する過程への支援がおろそかにされてきたことなども指摘されているように、広く社会
問題としてとらえた対策を講じることが不可欠である。
　育児の大半を一人で担い、心身の負担に苦しむ母親、一方、仕事に追われて育児に十
分にかかわることができない父親の問題は、子育て困難現象をもたらす中心的な問題の
一つである。子育ては女性だけの役割という考え方を脱し、父親の育児参画支援を視野
においた「親育ち支援」が必要である。また女性の社会参画が様々な問題を解く鍵であ
り、母親の社会参画支援もまた「親育ち支援」の大切な課題である。
  「親育ち支援」は、親となってからでは遅いきらいがある。子育て能力は広義の人間
関係能力である。人間関係能力の基本は、自らの存在のかけがえのなさを知るとともに
他者の存在を尊重する心である。この課題は乳幼児期から大切に育まれる必要がある
が、とりわけ自らを見つめ、他者との関係を真剣に模索し始める思春期の重要課題とい
える。生命の大切さ、自らの性と異性への関心と思いやりを育み、他者と共に生きる意
味について学ぶ機会の充実が必要である。

　結婚や出産・子育てについて、どのようなスタイルを選ぶかは個人の裁量の問題であ
る。少子化対策や子育て支援に注力するあまりに、個人の選択の自由を阻害することが
あってはならない。産む自由、産まない自由を尊重し、さらに不妊等の理由から産めな
い事情を十分理解したうえで、産みたい人が安心して子どもを産み、子育てに喜びを見
いだせる体制を築こうという合意が必要である。



（4）働き方の見直しは企業の社会的責任である

（5）地域の育児力を回復するとともに、地域のきずなを強める

（6）子育て支援サービスのあり方と区民の主体的な取り組み

　子育ては未来の人材を育む大切な営みであり、子育てをしやすい雇用環境を整えるこ
とは企業の社会的責任でもある。男女がゆとりをもって仕事も家庭生活も、さらには地
域活動も行えるような働き方を保障していくことが、企業にとっても人材確保の点など
からも重要な経営課題である。安定してゆとりのある家庭生活は、子どもの成長発達に
不可欠であるばかりでなく、より良い仕事の達成にとっても大切である。また、企業は
地域の一員としても、次世代育成支援に取り組むことを求められている。
　千代田区には日本有数の企業が集中している。千代田区の企業の取り組みは、全国へ
の波及効果も大きく、企業への働きかけは千代田区の責務ともいえる。

　戦後の高度経済成長期以降、産業構造の変化とともに、日本の社会のしくみが変わ
り、多くの人が企業に勤務して雇用労働者となり、子どもを育てる役割が、もっぱら学
校教育に委ねられるようになった。保護者は「学校に任せれば大丈夫」「学校に任せる
しかない」と考えた。しかし、それが学校の手に余ることはすでに広く明らかになって
いる。学校になにもかも期待することは無理な時代となっている。親や家族の愛情は子
どもの成長発達にとって基本となるものであり、子どもにとって親が安全基地として果
たす役割の重要性は言うまでもない。同時に子どもは親や家族以外の多くの人々の温か
な愛情と眼差しによって見守られて育っていく面も大きい。それゆえ、親と社会が共に
手を携えて「子育ち」を支えようとする意識が大切である。「子育ち」「親育ち」への
支援は、育つ子ども・親自身の責任も含めて、社会のすべての人々に課せられた責務と
してとらえなければならない。子どもと親を見守り、支援することに、地域の人々の豊
かな力が発揮されるよう、地域の人たちがよき支援者になれるよう、支援力を養成する
ことも、「子育ち」「親育ち」支援の重要な課題であり、支援者を支援するしくみをつ
くることが必要である。

　親が置かれている生活環境によって、ニーズもまた多様である。個々の家庭や親が直
面している課題を見つめ、必要な対策を講じるべきであり、それぞれが最も適したサー
ビスを選択できるように多様なメニューを用意する必要がある。
　しかしながら、次世代育成支援が単なるサービスの提供にとどまっては、有効な支援
とはならない。親のニーズに応えることが、子どもの成長発達にとっても良い結果を期
待できるのかどうか、慎重な検討も欠かせない。親のニーズを充たすことが子どもの最
善の利益につながるように、バランスを図る配慮も重要である。
　同時に、親と子のすべてのニーズに応えることが、本当に「子育ち」「親育ち」の観
点から有用で、弊害を生むことにならないのかについても、常に検討する必要がある。
ニーズに応えることの妥当性の検討を欠いたまま、サービスの提供に終始することが果
たして適切なのか、サービス提供の限界についても一定の見識を共有する必要がある。
親も子も、また区民も、自ら努力し、学び、育つ力を削ぐことになってはならないから
である。誤解を恐れずに言えば「敢えてしない支援」が結果的に親を育て、子どもたち
の育つ力をはぐくむという視点も必要な場合がある。また公平性の観点から、利用者負
担のあり方についても検討する必要がある。
　次世代育成支援施策の推進において、行政と区民、民間が果たすべき役割の違いを明
らかにし、相互が有機的に機能しうるよう、適正な役割分担を考えることが必要であ
る。子どもが安心して健やかに成長できる環境を整えることは、大人社会全体の責務だ
からである。なにもかも行政に依存する限界と弊害を区民がしっかり認識し、民間がで
きるものは民間が行い、そのノウハウを活用する方向も積極的に検討する必要がある。
その際には、保護者のニーズと子どもの最善の利益とのバランスを検討することが必要
である。



Ⅱ　後期行動計画の内容

目標１　子どもがのびのびと健やかに育つよう、支援する

（1）乳幼児期から心と体の健康づくりを推進する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【乳児家庭訪問指導】
　すべての乳児の家庭に保健師が
訪問し、各家庭に応じた乳児の発
育・発達や健康状態の観察と育児
についての適切な助言・指導を行
うことにより、異常の早期発見や
保護者の育児不安や育児ストレス
の軽減を図り、乳児の健康を推進
するとともに虐待防止を図る。

対象
　全新生児
　乳幼児健診未受診者
　290人

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

2

【親子学級】
　初めて母親・父親になる人を対
象に、妊娠・出産・育児等につい
て助言・指導を行う。
　また、母親同士や両親同士で情
報交換や仲間づくりができる場と
して開催する。

ままぱぱ（両親）学級
　3日制　年8回開催
土曜ままぱぱ（両親）学
級
　1日制　年4回開催
にこにこ広場
　2日制　年6回実施
[すくすく相談]
　各児童館で各1回開催
[すこやか親子講座]
　実技を含めた講演会
　年1回
[家族計画指導]

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

3

【妊婦健康診査】
　妊婦の健康管理のための健康診
査を妊娠前期・後期に各1回実施
し、異常の発生予防及び早期発見
を図る。

公費負担回数　14回
超音波検査　1回
（年齢制限なし）

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

4 新規

【平日準夜間初期小児救急医療】
　平日の医療機関の診療時間終了
後における小児救急診療体制を確
保するため、区内医師会の参加協
力を得て、駿河台日本大学病院に
委託し、「ちよだこども救急室」
を開設する。

診療時間
　午後7時～10時
　238日開設

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

5 新規

【はしかゼロ作戦】
　麻しん排除に向けた予防接種や
普及啓発等の施策を効果的かつ計
画的に推進することを目的とし
て、平成20年度より「千代田区麻
しん対策実施計画」（はしかゼロ
作戦）を策定し、総合的な取組を
行う。

接種率の目標　95％
夏期予防接種キャンペー
ンの実施

平成22年度～24年度
　継続

健康推進課

  子どもが健やかに生まれ、はぐくまれるよう、発達に応じた心と体の健康づくりを推進する必要が
ある。また、妊娠中及び周産期の母子の健康を守るための健診等も必要である。

【事業名】概要区分
番
号

所管課



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

6 新規

【アレルギー健康診査】
　乳幼児のアレルギー疾患の発症
予防・疾患に対する不安の解消等
を目的に、乳幼児健康診査時にア
レルギー疾患に対する健康診査を
実施する。
　また、アレルギー疾患の正しい
知識を得る機会として「アレル
ギー予防教室」を開催し、医師・
保健師・管理栄養士・環境衛生監
視員による講演と相談を行う。
　なお、1歳6か月児健診時に併設
してアレルギー相談を0～15歳児
（義務教育就学児）を対象に実施
する｡

受診者数　1,000人 平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

7 新規

【子どもの感染症予防】
　子どもの感染症を予防するた
め、任意予防接種について、接種
費用の助成を行う。 -

平成22年度～26年度
　細菌性髄膜炎（ヒブ
ワクチン）
　インフルエンザ
　みずぼうそう
　おたふくかぜ

健康推進課

【関連事業】
乳幼児の健康診査
子どもの健康相談室
保育園・幼稚園・児童館等での地域子育て相談
ブックスタート
休日医科診療

休日歯科診療

休日調剤薬局
歯科保健相談
健康千代田２１の推進

（2）虐待や犯罪から子どもを守る

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【要保護児童対策地域協議会】
　虐待の予防、早期発見、早期対
応、再発防止のため、「子どもと
家庭に関わる総合相談関係機関」
の他、家庭裁判所、医師会、民生
児童委員、青少年委員、人権擁護
委員、区内4警察署を構成員に加え
た「要保護児童対策地域協議会」
を設置し、代表者会議、実務者会
議を開催し、情報共有、相互の連
携・協力、虐待防止に向けた普
及・啓発活動を行う。

代表者会議
　年1回
実務者会議
　年1～2回
子ども虐待防止マニュア
ルの改訂版発行

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

　虐待から子どもを守ることはわれわれ大人社会全体の責務である。また、子どもを対象とした犯罪
から子どもを守ることもわれわれ大人の責務である。子どもを被害者にも加害者にもしてはならな
い。自他共に、その存在の大切さを認め、人として生きる権利を尊重する心は、身近な大人に愛さ
れ、かけがえのない存在として大切にはぐくまれた経験があって初めて芽生えるものである。

番
号

区分 【事業名】概要 所管課

所管課【事業名】概要
番
号

区分



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

2

【子どもと家庭に関わる相談事
業】
　東京都児童相談センターをはじ
め、教育・保健・医療機関・主任
児童委員等と連携しながら、迅
速・的確な相談・見守り体制を確
立する。これにより子育ての悩み
や負担感を軽減し、子どもの虐待
の予防など課題解決に結びつけ
る。

総合相談
　電話相談、来所・訪問
等個別相談
親と子の心理相談
　月1回
スクールカウンセラー派
遣
　幼稚園・小学校・保育
園・児童館

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

3 再掲

【乳児家庭訪問指導】
　すべての乳児の家庭に保健師が
訪問し、各家庭に応じた乳児の発
育・発達や健康状態の観察と育児
についての適切な助言・指導を行
うことにより、異常の早期発見や
保護者の育児不安や育児ストレス
の軽減を図り、乳児の健康を推進
するとともに虐待防止を図る。

対象
　全新生児
　乳幼児健診未受診者
　290人

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

4

【子どもへの暴力防止講習会】
　子どもがいじめや誘拐・虐待な
どのあらゆる暴力から自分を守る
方法を身につけるために、子ども
とその保護者を対象に暴力防止講
習会を実施する。

児童（区立保育園5歳
児）向け
　5回
保護者向け
　4回

平成22年度～26年度
　継続

こども支援
課

5

【セーフティ教室】
　学校において、警察官や専門機
関職員等から児童・生徒に犯罪に
ついての理解や犯罪の被害に遭わ
ないための方法を学ぶ。
　あわせて、保護者・地域住民も
参加した協議会を開催し、学校・
家庭・地域が連携した子どもを犯
罪から守る取り組みの推進を図
る。

全小・中・中等教育学校
　年1回以上開催

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

6 新規

【安全・安心メール】
　近年の防災無線が聞こえない等
の意見に対応するため、防災行政
無線を補完し、電子メールを使用
して防災行政無線の放送内容を配
信する。
　また、安全生活課・こども・教
育部と協力することで、防災行政
無線の配信に限らず、危機管理に
関する情報及び子どもの安全に関
する情報を配信する。

危機管理に関する情報及
び子どもの安全に関する
情報を配信

平成22年度～26年度
　継続

安全生活課
防災課
こども総務
課

7 新規

【連絡網メール配信システム】
　緊急かつ一斉に連絡することが
必要な情報を、区立幼稚園・こど
も園・小学校・中学校・中等教育
学校・保育園及び学童クラブか
ら、当該学校・園等の保護者の携
帯電話やパソコンに電子メールで
迅速かつ的確に伝達する。

メールシステム登録・配
信状況
　登録件数　3,750件
　配信回数　300件

平成22年度～26年度
　継続

こども総務
課

8 新規

【親子で学ぶ「情報モラル」】
　ＩＣＴツールの普及に伴い、子
どもがインターネットや携帯電話
を利用する際に必要なルールやマ
ナーの知識を保護者と共に学び、
情報モラルの育成を図る。

小・中・中等教育学校全
校でセーフティ教室・学
級活動の時間等に携帯電
話会社等の専門家をゲス
トティーチャーとして招
き、情報発信・インター
ネット利用の際のルール
やマナー、危険性を学ぶ
講演会を実施

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

番
号

区分 【事業名】概要 所管課



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

9 新規

【いじめ対策】
　いじめの防止や早期発見、早期
対応をするため、見守りボラン
ティアの派遣、「いじめ相談レ
ター用封筒」の配布、「いじめ防
止クリアファイル」の配布を行
う。

全小学校に派遣
全児童・生徒に配布

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

10 新規

【コンピュータ活用による情報教
育】
　小学校・中学校・中等教育学校
で、より高度な情報化社会への対
応に備え、コンピュータやイン
ターネットの活用による情報教育
の充実を図る。

小・中学校全校
　ノートＰＣ40台
　デスクトップＰＣ41台
　ＩＣＴサポーター派遣

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

【関連事業】
ちよだﾞ安全・安心ネットワーク
こども１１０番制度への支援
防犯ベルの配布
青少年健全育成施策（健全育成アドバイザー）
ちよだまちかど見守り隊
スクールカウンセラー

（3）個別のニーズのある子どもを支援する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【発達支援相談】
　発達支援・特別支援教育推進協
議会での議論を踏まえながら、発
達障害等、個別のニーズがある子
どもたちに対する支援を
ア児童療育事業
イ子どもの健康相談室
ウ就学支援委員会
の３事業を通じて実施する。

発達支援相談の実施
　年間相談件数　450件

平成22年度～26年度
　450件

児童・家庭
支援セン
ター

2 新規

【特別支援学級】
　心身に障害のある児童・生徒に
対して、障害の程度に応じた適切
な指導を図るため、特別支援学級
を設置し、指導の充実を期す。

小学校に固定学級（知的
障害）通級指導学級（情
緒障害・言語障害）を設
置
中学校に固定学級（知的
障害）を設置

平成22年度
　中学校に通級指導学
級（情緒障害）を設置
平成23年度～26年度
　継続

育成・指導
課

区分
番
号

番
号

【事業名】概要 所管課

区分 所管課

　個別のニーズのある子どもが安心してはぐくまれるよう、子どもとその保護者に対する支援が必要
である。そのため、療育事業の充実や発達障害のある子どもへの支援等に取り組む必要がある。また
学校における特別支援教育を推進する必要がある。

【事業名】概要



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

【特別支援教育】
ア　千代田区発達支援・特別支援
教育推進協議会
　「千代田区発達支援・特別支援
教育推進協議会」を設置し、千代
田区における発達障害・心身障害
のある子どもへの支援事業や特別
支援教育にかかわる取組の成果と
課題を検証し、今後の千代田区立
学校（園）並びに児童福祉施設に
おける発達障害・心身障害のある
子どもへの支援の充実を図るため
の協議・検討を行い、具体的な方
策案を策定・実施に向けての提言
を行う。
イ　巡回相談員の派遣
　心理・医療等の専門家を「千代
田区立学校巡回相談員」として各
学校（園）に派遣し、通常の学級
に在籍する特別な配慮・支援を必
要とする子どもの状況を把握し、
適切な指導方法等について教職員
に指導助言する。

ア 発達支援・特別支援
教育推進協議会の開催
   全体会2回
イ 巡回相談員の派遣
   保育・幼稚（こど
も）園各25回
　 小学校各55回
　 中・中等教育学校各
12回
ウ 学校生活サポート
   学習・生活支援員を
58名の幼児・児童・生徒
に配置
   特別支援教育指導員
を15名の幼児・児童・生
徒に配置
　 通訳補助員を5名の幼
児・児童・生徒に配置

平成22年度～26年度
ア 発達支援・特別支
援教育推進協議会の開
催
イ 巡回相談員の派遣
　 必要に応じ拡充
ウ 学校生活サポート
　 必要に応じ拡充

育成・指導
課

ウ　学校生活サポート
　特別に教育的支援が必要な幼
児・児童・生徒が通常の学級また
は特別支援学級に就学する場合、
児童等の状況に応じて、該当学級
に学習や生活の支援をする支援員
を配置し、児童等に個別の学習支
援等を行うとともに、学級指導・
運営の充実に寄与する。また必要
に応じて帰国・外国人の幼児・児
童・生徒に年間50時間以内で通訳
補助員を配置する。

4 新規

【発達障害等相談・療育経費助
成】
　発達障害等の子どもが、個別の
相談や療育を受けた場合にかかる
経費の一部を助成することによ
り、保護者の経済的・精神的な負
担を軽減するとともに、早期受診
を通じて、障害の早期発見・早期
療養の開始により子どもの生活を
支援する。

発達障害等相談・療育経
費助成
　対象児童見込数35人

平成22年度　　36人
平成23年度　　38人
平成24年度　　40人
平成25年度　　41人
平成26年度　　42人

こども支援
課

【関連事業】
障害児保育
学童クラブの障害児対応
心身障害者（児）一時保護事業
障害者サービス選択事業
福祉タクシー券支給
心身障害者自動車燃料費助成
特別児童扶養手当

3

区分
番
号

【事業名】概要

新規

所管課



目標２ 子育てに喜びとゆとりをもてるよう、親と家庭を支援する

（1）親としての成長を支援する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1 再掲

【乳児家庭訪問指導】
　すべての乳児の家庭に保健師が
訪問し、各家庭に応じた乳児の発
育・発達や健康状態の観察と育児
についての適切な助言・指導を行
うことにより、異常の早期発見や
保護者の育児不安や育児ストレス
の軽減を図り、乳児の健康を推進
するとともに虐待防止を図る。

対象
　全新生児
　乳幼児健診未受診者
　290人

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

2

【子育てひろば事業】
　子育て中の保護者と乳幼児が自
由に遊べる広場として常時開放し
ている。
　また、保護者が他の利用者や職
員などと交流したり、相談するこ
とで、子育ての悩みや不安を解消
し、子育ての負担感を軽くする。

0～2歳児の親子事業
　週2回～3回
　15,000人
合同事業（子育てまつり
他）
　延べ1,000人
Ａ型　5か所
Ｃ型　1か所

平成22年度～23年度
　継続
平成24年度
　Ｂ型1か所追加
平成25年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

3 再掲

【親子学級】
　初めて母親、父親になる人を対
象に、妊娠、出産、育児等につい
て助言・指導を行う。
　また、母親同士や両親同士で情
報交換や仲間づくりができる場と
して開催する。

ままぱぱ（両親）学級
　3日制　年8回開催
土曜ままぱぱ（両親）学
級
　1日制　年4回開催
にこにこ広場
　2日制　年6回実施
[すくすく相談]
　各児童館で各1回開催
[すこやか親子講座]
　実技を含めた講演会
　年1回
[家族計画指導]

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

4

【家庭教育学級】
　幼児から中学生までの子どもを
持つ保護者を対象に、家庭におけ
る教育のあり方について考える機
会を提供するとともに、保護者同
士のグループづくりにより、子育
ての孤立化を防ぎ不安感を和らげ
る。

全9回開催
　募集定員延べ360人

平成22年度～26年度
　継続

文化スポー
ツ課
（九段生涯
学習館事
業）

5

【子育て支援講座】
　初めて子育てをする保護者を対
象に相互学習プログラムを実施し
子育てに関する負担感や不安を軽
減する。

完璧な親なんていない
（Ｎｏｂｏｄｙ‘ｓ　Ｐ
ｅｒｆｅｃｔ）
　全8回　5コース

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

番
号

【事業名】概要

　慣れない子育てにあたって、親が悩みや不安を抱くことは当然である。同じ環境に置かれている親
同士が子どもを遊ばせながら、互いにふれ合い、学びあい、支えあえる場の整備、子育ての悩みや不
安を気軽に相談できる体制の整備等は、孤独な子育てを余儀なくされている親にとって、最も求めら
れている支援の一つである。また親として必要な態度や知識を学ぶ機会もさらに充実していく必要が
ある

区分 所管課

  



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

6 再掲

【子どもと家庭に関わる相談事
業】
　東京都児童相談センターをはじ
め、教育・保健・医療機関・主任
児童委員等と連携しながら、迅
速・的確な相談・見守り体制を確
立する。これにより子育ての悩み
や負担感を軽減し、子どもの虐待
の予防など課題解決に結びつけ
る。

総合相談
　電話相談、来所・訪問
等個別相談
親と子の心理相談
　月1回
スクールカウンセラー派
遣
　幼稚園・小学校・保育
園・児童館

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

7 新規

【チャイルド・ケア・プランナー
事業】
　保健所、保育園、幼稚園、小学
校、児童館など子育て支援サービ
スの情報を紹介しながら子育ての
さまざまな相談に応じる。

子育てサービス情報の収
集、提供
子育て応援ガイドブック
の作成
子育て相談

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

8
新規
再掲

【親子で学ぶ「情報モラル」】
　ＩＣＴツールの普及に伴い、子
どもがインターネットや携帯電話
を利用する際に必要なルールやマ
ナーの知識を保護者と共に学び、
情報モラルの育成を図る。

小・中・中等教育学校全
校でセーフティ教室・学
級活動の時間等に携帯電
話会社等の専門家をゲス
トティーチャーとして招
き、情報発信・インター
ネット利用の際のルール
やマナー、危険性を学ぶ
講演会を実施

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

【関連事業】
特定不妊治療費助成

（2）虐待等、重い育児困難現象に対応する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1 再掲

【要保護児童対策地域協議会】
　虐待の予防、早期発見、早期対
応、再発防止のため、「子どもと
家庭に関わる総合相談関係機関」
の他、家庭裁判所・医師会・民生
児童委員・青少年委員・人権擁護
委員・区内４警察署を構成員に加
えた「要保護児童対策地域協議
会」を設置し、代表者会議、実務
者会議を開催し、情報共有、相互
の連携・協力、虐待防止に向けた
普及・啓発活動を行う。

代表者会議
　年1回
実務者会議
　年1～2回
子ども虐待防止マニュア
ルの改訂版発行

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

2 再掲

【子どもと家庭に関わる相談事
業】
　東京都児童相談センターをはじ
め、教育・保健・医療機関・主任
児童委員等と連携しながら、迅
速・的確な相談・見守り体制を確
立する。これにより子育ての悩み
や負担感を軽減し、子どもの虐待
の予防など課題解決に結びつけ
る。

総合相談
　電話相談、来所・訪問
等個別相談
親と子の心理相談
　月1回
スクールカウンセラー派
遣
　幼稚園・小学校・保育
園・児童館

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

【関連事業】
こころの相談室
子育て相談事業

番
号

番
号

【事業名】概要区分

【事業名】概要 所管課

　虐待を受けた子どもを救出し、その後の心身の回復を図る支援や、親への支援が重要な課題となっ
ている。虐待防止と予後への支援を充実させることが急務であり、関係機関の連携を強化して支援者
の専門性を向上させる必要がある。

区分

所管課



（3）子育てにゆとりをもてるようにする

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【次世代育成手当】
　妊娠したときから始まる次世代
の育成に対し、広く手当を支給す
ることにより、これを支援し、家
庭における生活の安定に寄与する
と共に、次世代の社会を担う健全
な育成及び資質の向上を図る。
(1)次世代育成手当
　0歳～18歳になった最初の3月31
日までの期間、手当を支給する。
　所得制限なし、国の手当と併給
しない。
　3歳未満　月額10,000円
　3歳以上　第1子・2子月額5,000
円
　第3子以降　月額　10,000円
(2)誕生準備手当
   妊娠19週を経過した後（第20
週）から出産に要する経費として
45,000円を支給する。

（１） 次世代育成手当
　　未就学児延べ2,500
人
　　小学生延べ2,900人
　　中・高生延べ5,000
人
（２） 誕生準備手当
　　500人

支給総額　22,500,000円

平成22年度～26年度
　継続

こども支援
課

2

【ファミリー・サポート・セン
ター事業】
　地域における区民や区内大学生
を取り込んだ育児の相互支援活動
を充実。世代を超えた育児支援の
輪が地域に根づくように会員の確
保、活動の調整、普及啓発活動な
どを進めることで、子育て家庭の
支援を図る。

1か所
依頼会員  380人
支援会員　100人
両方会員　5人
活動回数　2,300回
普及講習会　3回実施
交流会　2回実施

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

3

【一時（いっとき）預かり保育】
　保護者が育児を離れてほっと一
息ついて自身の用事やリフレッ
シュができるよう、乳幼児を児童
館等で一時的に預かる。
　また、民営施設では、利用時間
帯･利用時間数を拡大実施する。

4館（区立児童館）
　月～土曜　9～17時
1館（民間）
　月～土曜　8～19時

平成22年度
　富士見みらい館内設
置
　延べ6,000日
平成23年度
　継続
平成24年度
　新一番町施設設置
　延べ8,100日
平成25年～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

4 新規

【訪問型一時預かり保育事業）】
　子育て・家族2級支援者養成講座
を受講し支援者認定を受けた支援
会員が、登録会員の支援要請に応
じ会員宅等で一時預かり保育等を
行う。夜間・宿泊保育、新生児保
育にも弾力的に応じる。

依頼会員　　　80人
支援会員　　　25人
活動回数　　300回
※平成21年度　事業開始

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

 　親が子育てに喜びを見出せるようになるためには、経済的・物理的なゆとりも必要である。子育て
につらさや悩みを感じる一因として、経済的な負担が大きいことがあげられ、そのための支援等が必
要となっている。また、核家族化の進行や人間関係の希薄化などにより、知り合いに子どもを預ける
ことが難しくなっており、育児を離れてほっと一息気分転換を図ることが困難になりつつある。その
ため、地域の人材を活用した子育ての相互支援活動や一時（いっとき）預かり保育などを充実してい
く必要がある。

番
号

【事業名】概要 所管課区分



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

5 新規

【緊急一時保育等家事援助】
　自宅で乳幼児の保育をしている
保護者又はその家族が、疾病、出
産等の理由で一時的に乳幼児の保
育ができなくなった場合、又はひ
とり親家庭で日常生活を営むのに
著しい支障のある場合、これらの
家庭に一定の期間家事援助者を派
遣する。

緊急一時ヘルパー派遣 平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

6 新規

【育児支援ヘルパー事業】
　母親の産前の体調不良時及び産
後の体力が回復するまでの間、安
心して日常生活を営むことができ
るように、ヘルパーが訪問して育
児や家事を支援する。初回訪問時
は、児童・家庭支援センターの保
健師等が同行して、事業案内や相
談を行う。

育児支援ヘルパー派遣 平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

【関連事業】
乳幼児医療費・義務教育就学児医療費助成
区立幼稚園・保育園等の多子軽減
次世代育成住宅助成
幼稚園就園奨励費
私立幼稚園等園児保護者負担軽減
就学援助
外国人学校児童・生徒保護者負担軽減
児童手当
ふたばサービス

（4）子育てと社会参加の両立を支援する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【こども園】
　乳幼児を年齢や保護者の就労形
態等で区別することなく、一貫し
た方針に基づき育成する。

1園 平成22年度
　ふじみこども園開設

こども支援
課

番
号

番
号

 　子育てと仕事のバランスが保てるような保育サービスと雇用環境の整備が不可欠である。千代田区
では保育園の待機児童はゼロである。これを堅持することをはじめとして、親の働き方に応じた多様
なニーズに応えられる保育体制の整備が必要である。
　一方、親のニーズのすべてに応えることが果たして子どもの発達にとって望ましいのかについて
も、慎重な検討が必要である。長時間勤務を余儀なくされている親が少なくないことを考えると、対
症療法として長時間保育や夜間保育を講じる必要はある。しかし、親子のコミュニケーションを多く
確保することが、子どもの成長に欠かせない要素であり、親のニーズを理由として、いたずらに長時
間保育や夜間保育を増やしていくことが果たして適切なことか、実証的な研究が必要である。

区分 【事業名】概要

【事業名】概要 所管課区分

所管課



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

2

【保育園待機児童ゼロの堅持と保
育サービスの向上】
　保育園待機児童ゼロを堅持する
ため、保育園の建て替えや認証保
育所の誘致等により定数の拡大を
図る。
　また、保育園の民営化や認証保
育所の誘致により、保育の質を確
保しながら延長保育の充実、夜
間・休日保育の実施、一時保育の
充実、病後児保育の実施等保育
サービスの向上を図る。

認可保育園6園（こども
園を含む）
認証保育所8園
その他保育施設1園

〈箇所数〉
平成22年度～26年度
　認可保育園7園（こ
ども園を含む）
　認証保育所8園
　その他保育施設1園

〈園児数〉
平成22年度
　認可保育園783人
　その他施設445人
　幼稚園預かり保育
　　　　　延べ480人
平成26年度
　認可保育園829人
　その他施設445人
　幼稚園預かり保育
　　　　　延べ480人

こども支援
課
こども施設
課

3

【延長保育・休日保育】
　保護者の就労状態等に対応する
ため、延長保育・休日保育を行
う。

<延長保育>
15か所
<休日保育>
8か所

平成22年度～26年度
<延長保育>
　16か所
　599人
<休日保育>
　8か所
　187人

こども支援
課

4 再掲

【ファミリー・サポート・セン
ター事業】
　地域における区民や区内大学生
を取り込んだ育児の相互支援活動
を充実。世代を超えた育児支援の
輪が地域に根づくように会員の確
保、活動の調整、普及啓発活動な
どを進めることで、子育て家庭の
支援を図る。

1か所
依頼会員  380人
支援会員　100人
両方会員　5人
活動回数　2,300回
普及講習会　3回実施
交流会　2回実施

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

5 再掲

【一時（いっとき）預かり保育】
　保護者が育児を離れてほっと一
息ついて自身の用事やリフレッ
シュができるよう、乳幼児を児童
館等で一時的に預かる。
　また、民営施設では、利用時間
帯･利用時間数を拡大実施する。

4館（区立児童館）
　月～土曜　9～17時
1館（民間）
　月～土曜　8～19時

平成22年度
　富士見みらい館内設
置
　延べ6,000日
平成23年度
　継続
平成24年度
　新一番町施設設置
　延べ8,100日
平成25年～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

6
新規
再掲

【訪問型一時預かり保育事業）】
　子育て・家族2級支援者養成講座
を受講し支援者認定を受けた支援
会員が、登録会員の支援要請に応
じ会員宅等で一時預かり保育等を
行う。夜間・宿泊保育、新生児保
育にも弾力的に応じる。

依頼会員　　　80人
支援会員　　　25人
活動回数　　300回
※平成21年度　事業開始

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

7 新規

【病児保育】
　病気で集団保育が不可能な保育
に欠ける児童等を、自宅で保育す
ることにより、就労世帯等の子育
てを支援する。

派遣費用助成事業 平成22年度～26年度
　継続

こども支援
課

番
号

【事業名】概要区分 所管課



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

8

【病後児保育】
　病気回復期にあり、集団保育や
幼稚園での生活が困難な子ども
を、病気回復までの期間預かるこ
とにより、子育て世帯の負担軽減
を図り、仕事と子育ての両立を支
援する。

施設方式（ポピンズナー
サリー一番町）は継続
派遣方式を派遣費用助成
事業に見直し

平成22年度～26年度
　4か所　延べ3,126日
　派遣継続

こども支援
課

9

【ショートステイ（短期入所生活
援助）】
　保護者の疾病その他の理由によ
り家庭において児童を養育するこ
とが一時的に困難となった場合等
に、概ね1週間程度預かる。

訪問型一時保育サービス
対応

平成22年度～23年度
　継続
平成24年度～26年度
　1か所施設型設置
　50日

児童・家庭
支援セン
ター

10

【トワイライトステイ（夜間養護
等）】
　保護者の疾病その他の理由によ
り家庭において児童を養育するこ
とが一時的に困難となった場合等
に概ね午後10時まで預かる。

訪問型一時保育サービス
対応

平成22年度～23年度
　継続
平成24年度～26年度
　1か所施設型
　定員5人

児童・家庭
支援セン
ター

11 新規

【学童クラブ事業運営】
　放課後帰宅しても就労・病気等
により保護者の保護が受けられな
い小学生に、遊びと生活の場を提
供して、健全育成と子育て家庭の
支援を図る。

区営5か所
利用児童271人
待機児童ゼロ

平成22年度
　富士見みらい館内設
置
　区営4か所
　民営1か所
　利用児童293人
平成23年度
　継続
平成24年度
　1か所増（既存クラ
ブを分割）
　区営5か所
　民営1か所
　利用児童334人
平成25～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

12

【学校施設等を活用した民間学童
クラブ事業等（学校内学童クラ
ブ）】
　保護者が就労等により日中家庭
にいない小学生に対して、適切な
遊び及び生活の場を与えその健全
な育成を図る放課後児童健全育成
事業を学校施設等を活用して実施
する。
　運営においては民間事業者のノ
ウハウによる多様で柔軟なサービ
ス提供を行うことで、子育て家庭
の支援を充実する。
　平成19年より放課後子どもプラ
ンの開始に伴い「放課後子ども教
室」と連携した運営を図る。また
分割などにより大規模クラブの適
正規模化を図る。

民営5か所
利用児童285人
待機児童ゼロ

平成22年度
　3か所増（既存クラ
ブを分割）
　民営8か所
　利用児童307人
平成23年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

13 新規

【児童センター・児童館事業運
営】
　0～18歳までの幅広い年齢層の児
童とその保護者に、健全な遊び
場・交流の場を提供し、各種の子
育て支援事業を実施することで、
児童の健全育成と保護者の子育て
支援を図る。

センター1か所
児童館3か所

平成22年度
　開館時間延長試行
　日曜開放の試行
平成23年度～25年度
　継続
平成26年度
　民営化1館
※民営化により日曜日
事業実施

児童・家庭
支援セン
ター

番
号

【事業名】概要区分 所管課



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

14

【児童館的機能の整備】
　児童の遊びなどの活動や交流等
を支援するため、老朽化した児童
館の整備に際し、小学校、こども
園と連携した児童育成機能の充実
を図る。

児童健全育成機能の施設
を含む富士見みらい館が
竣工

平成22年度開設 こども施設
課
児童・家庭
支援セン
ター

15

【次世代育成支援行動計画策定奨
励金】
　一般事業主行動計画を策定し、
公表した企業に奨励金を支給す
る。

次世代育成支援行動計画
策定奨励金交付件数10件
次世代育成手当現況調査
にチラシを同封し、周知
交付決定企業名・代表者
名・行動計画をホーム
ページ上で公表

平成22年度　拡充
平成23年度　継続
平成24年度　拡充
平成25年度～26年度
　継続

こども総務
課

16

【子育て支援への取り組み企業に
対する区の契約制度での優遇措
置】
　子育て支援の取り組みを実施し
ている企業に対して、区の契約制
度において優遇措置を講じる。

16件
平成21年度施設管理業務
の見積競争の入札参加資
格に「従業員301人以上
の企業にあっては、次世
代育成支援に関する「一
般事業主行動計画」を策
定し、都道府県労働局に
届け出ていること。」を
条件とした。

平成22年度～26年度
　継続

契約担当課

17

【中小企業従業員仕事と育児支援
助成事業】
　仕事と家庭の両立支援を推進
し、男女がともに働きやすい環境
をつくるため、育児休業を取得中
の従業員をもつ中小企業の事業主
が、雇用保険の育児休業給付に上
乗せして賃金を支給する場合、そ
の一部を助成する。
　また、新たに配偶者出産休暇制
度を導入し、従業員が利用した際
の奨励金や子の看護休暇を利用し
た際の奨励金を支給する。

延べ35事業所 平成23年度までに
　延べ50件
平成24年度～26年度
　第4次男女平等推進
行動計画で定める

国際平和・
男女平等人
権課

18

【育児・介護休業者職場復帰支援
事業】
　仕事と家庭の両立支援を推進
し、男女がともに働きやすい環境
をつくるため、育児・介護休業を
取得中の従業員が円滑に職場復帰
が果たせるよう、計画的に支援を
行っている中小企業に対して、奨
励金を支給する。

延べ10事業所 平成22年度～26年度
　継続

国際平和・
男女平等人
権課

19 新規

【スポット延長保育】
　保護者が一時的な就労等の理由
により児童を保育することが困難
な場合に、従来の延長保育(月決め
延長保育)の規定にかかわらず、必
要なときだけの延長保育（スポッ
ト延長保育）をすることにより支
援する。

区立保育園・こども園で
実施

平成22年度～26年度
　継続

こども支援
課

20 新規

【年末保育】
　保護者が年末の就労等により保
育をすることが困難な児童に対し
て、区立保育園において保育を行
う。

一部の区立保育園で実施 平成22年度～26年度
　継続

こども支援
課

番
号

区分 【事業名】概要 所管課



【関連事業】
認証保育所補助金
保育室補助金
保護者会いっとき保育
商工融資あっせん制度（次世代育成支援対策推進臨時・特例措置）

（5）多様な家族形態への支援を行う

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【居住安定支援家賃助成】
　区内に居住する高齢者世帯、障
害者世帯及びひとり親世帯で、区
内での居住継続が困難となった世
帯に対し、家賃等の一部を助成す
ることにより、定住を支援する。

18世帯 平成22年度　19件
平成23年度　20件
平成24年度　21件
平成25年度　22件
平成26年度　23件

まちづくり
総務課

2 新規

【チャレンジ支援貸付事業】
　東京都の生活安定化総合対策事
業の一環として、一定所得以下の
方への生活安定に向けた生活相談
等を行い、中学校3年生、高校3年
生等の子どもの親等へ学習塾等受
講料、大学受験料の貸付を実施す
る。
（平成20年8月事業開始、3か年事
業）

貸付件数　10件 平成22年度　１0件
(平成22年度で事業終
了）

福祉総務課

【関連事業】
母子家庭自立支援給付金事業
母子福祉資金の貸付
児童育成手当
児童扶養手当
ひとり親家庭等の医療助成

番
号

【事業名】概要

　ひとり親家庭など多様な家族形態が増えている。それらの家族が直面している問題は、住宅問題、
経済的問題、子育てや教育への対処等多様であり、着実な支援が必要である。

所管課区分



目標３   安心して子育てできるまちをつくる

（1）子育て環境を整備する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1 再掲

【保育園待機児童ゼロの堅持と保
育サービスの向上】
　保育園待機児童ゼロを堅持する
ため、保育園の建て替えや認証保
育所の誘致等により定数の拡大を
図る。
　また、保育園の民営化や認証保
育所の誘致により、保育の質を確
保しながら延長保育の充実、夜
間・休日保育の実施、一時保育の
充実、病後児保育の実施等保育
サービスの向上を図る。

認可保育園6園（こども
園を含む）
認証保育所8園
その他保育施設1園

〈箇所数〉
平成22年度～26年度
　認可保育園7園（こ
ども園を含む）
　認証保育所8園
　その他保育施設1園

〈園児数〉
平成22年度
　認可保育園783人
　その他施設445人
　幼稚園預かり保育
　　　　　延べ480人
平成26年度
　認可保育園829人
　その他施設445人
　幼稚園預かり保育
　　　　　延べ480人

こども支援
課
こども施設
課

2
新規
再掲

【学童クラブ事業運営】
　放課後帰宅しても就労・病気等
により保護者の保護が受けられな
い小学生に、遊びと生活の場を提
供して、健全育成と子育て家庭の
支援を図る。

区営5か所
利用児童271人
待機児童ゼロ

平成22年度
　富士見みらい館内設
置
　区営4か所
　民営1か所
　利用児童293人
平成23年度
　継続
平成24年度
　1か所増（既存クラ
ブを分割）
　区営5か所
　民営1か所
　利用児童334人
平成25～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

区分
番
号

【事業名】概要

 　保育園の待機児童ゼロや幼稚園入園希望者がほぼ希望する園に入園できるなど、千代田区の子育て
環境はかなり充実しているといえるが、地域によっては最寄りの保育園に入れず、やむを得ず他の保
育園に入所している例もある。こうした状況の解消や将来の保育需要の増加や多様な保育ニーズに対
応できるよう、保育園の整備や認証保育所の誘致等を推進していく必要がある。
　また、小学校入学後の学童保育を着実に実施していくため、児童館等における学童保育や学校施設
を活用して民間が運営するアフタースクールすきっぷ事業等の充実も必要である。
　さらに、子育てをしている人たちが不便を感じないまちにしていくことも重要である。ベビーカー
での移動や、授乳、オムツ交換に不便を感じたり、子ども連れでの飲食店の利用や文化、芸術に触れ
る場を利用しにくいと感じる保護者が生じぬよう、区有施設をはじめ、駅などのバリアフリー化をは
じめ、子育てをしやすいまちづくりを推進していくことが必要である。

所管課



現況 年度別計画内容
（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

3 再掲

【学校施設等を活用した民間学童
クラブ事業等（学校内学童クラ
ブ）】
　保護者が就労等により日中家庭
にいない小学生に対して、適切な
遊び及び生活の場を与えその健全
な育成を図る放課後児童健全育成
事業を学校施設等を活用して実施
する。
　運営においては民間事業者のノ
ウハウによる多様で柔軟なサービ
ス提供を行うことで、子育て家庭
の支援を充実する。
　平成19年より放課後子どもプラ
ンの開始に伴い「放課後子ども教
室」との一体的な運営を図る。

民営5か所
利用児童285人
待機児童ゼロ

平成22年度
　3か所増（既存クラ
ブを分割）
　民営8か所
　利用児童307人
平成23年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

4 再掲

【児童館的機能の整備】
　児童の遊びなどの活動や交流等
を支援するため、老朽化した児童
館の整備に際し、小学校、こども
園と連携した児童育成機能の充実
を図る。

児童健全育成機能の施設
を含む富士見みらい館が
竣工

平成22年度開設 こども施設
課
児童・家庭
支援セン
ター

5

【公園・児童遊園】
　だれもが利用しやすく開かれた
公園をめざし、地域住民の参画を
得て、公園や児童遊園の整備を行
う。

練成公園
宮本公園

平成22年度～26年度
　公園整備5園
　児童遊園整備5園

道路公園課

6
新規
再掲

【平日準夜間初期小児救急医療】
　平日の医療機関の診療時間終了
後における小児救急診療体制を確
保するため、区内医師会の参加協
力を得て、駿河台日本大学病院に
委託し、「ちよだこども救急室」
を開設する。

診療時間
　午後7時～10時
　238日開設

平成22年度～26年度
　継続

健康推進課

7 新規

【赤ちゃん・ふらっと】
　授乳及びおむつ替え等のための
施設整備の設置を促進するととも
に、区民に授乳スペースの所在等
を広く周知することにより、乳幼
児をもつ親が安心して外出を楽し
める環境を整備する。

4か所整備 平成22年度～26年度
　区立施設における整
備を継続するとともに
民間施設への整備を働
きかける。

児童・家庭
支援セン
ター
こども総務
課

8 新規

【幼稚園の学級編制】
　子どもの健全育成にとって大切
な協調性・社会性等の育成に支障
が生じないように学級編制の適正
化を図る。

検討 平成22年度～26年度
　実施

こども総務
課

【関連事業】
バリアフリー歩行空間の整備
地下鉄駅のバリアーフリー化推進
公衆トイレのリフレッシュと適正配置
休日医科診療
休日歯科診療
休日調剤薬局
道路や公園などに関する相談等の受付
妊娠女性へのバッジ配付
麹町中学校の整備
九段中等教育学校
風ぐるま

区分
番
号

【事業名】概要 所管課



（2）子どもの居場所づくりを推進する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1 新規

【放課後子ども教室】
　小学校の放課後等の時間帯に、
学校施設内において「学び」「遊
び」「体験活動」等を行うことに
より、子どもたちに安心安全な居
場所を提供する。運営は区の業務
委託により、民間事業者専任職員
を配置することで、子どもたちの
活動を支える。

全区立小学校で実施
総実施日数（8校）
　1,500日
延べ参加児童数
　6,500人
ボランティア登録人数
　50人

平成22年度　1,550日
平成23年度　1,600日
平成24年度　1,650日
平成25年度　1,700日
平成26年度　1,750日

児童・家庭
支援セン
ター

2

【中高生等の居場所づくり】
　児童館利用の一定の時間を中高
生専用とし、スポーツや音楽活動
等を通して中学生・高校生等、年
長児童の情操を豊かにし、体力・
健康の増進を図るとともに、心を
開いて話したり、ほっとできる場
所とする。

児童センター・児童館3
か所で実施
月～土曜
17～18時の1時間
15,000人参加

平成22年度～26年度
　毎年度20,000人

児童・家庭
支援セン
ター

【関連事業】
開かれた学校づくりの推進
千代田図書館の運営
小学校の校庭開放

番
号

 　すべての児童が安心して安全に遊べる場所として、小学校施設を活用した放課後対策事業を進めて
いく必要がある。また、小学生対象の事業だけでなく、中・高校生対象の事業の充実を図る必要があ
る。

区分 【事業名】概要 所管課



目標４  子どもの成長に応じた経験や学びの場をつくる　

（1）子どもの生きる力を育成する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1 新規

【健康・食育・体力向上プラン】
　区内小・中・中等教育学校へ
スーパーバイザーを派遣する。効
果的な運動や休養について、ま
た、運動をするにあたっての効果
的な食事や、成長期に必要な栄養
摂取等について、個別、全体、保
護者等へのアドバイスや指導を行
う。
　児童・生徒・保護者（親子）で
の参加を想定し、料理教室等への
専門家の派遣を行う。

小・中・中等教育学校全
校で食育・体力向上の講
師を派遣し健康について
の総合的な指導を実施

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

2 新規

【心の教育コーディネーター派
遣】
　区立小・中学校・中等教育学校
に講師を派遣し、道徳教育の一層
の充実を図るとともに、児童･生徒
の豊かな体験活動を推進し、心の
教育の充実を図る。

小・中・中等教育学校全
校に各16時間派遣

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

3
新規
再掲

【コンピュータ活用による情報教
育】
　小学校・中学校・中等教育学校
で、より高度な情報化社会への対
応に備え、コンピュータやイン
ターネットの活用による情報教育
の充実を図る。

小・中学校全校
　ノートＰＣ40台
　デスクトップＰＣ41台
　ＩＣＴサポーター派遣

平成22年度～26年度
　継続

育成・指導
課

【関連事業】
高齢者等との交流事業
子ども自然教室
児童生徒余暇事業
青少年モニター
社会体験・インターンシップ
地域文化の伝承の推進
ふれあいスクール（地域協力型事業）
アーティスト・イン・スクール
食育推進
基礎学力向上プラン
コミュニティスクール
ちよだジュニア文学賞
千代田区子ども読書活動推進計画の推進

番
号

【事業名】概要区分 所管課

　子どもがみずから工夫して遊ぶ力、友達をつくる力、生きる力をはぐくむ必要がある。



（2）地域の育児力を育成する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【子どもに関わる職員の対応能力
の向上】
　子育て中の保護者を支えるた
め、幼稚園、保育園、こども園、
児童館などの教職員を対象に、保
護者支援の具体的な方法について
の研修を充実する。

スーパーバイザー指導・
助言
①児童・家庭支援セン
ター相談員に対する指
導・助言
②スクールカウンセラー
に対する指導・助言
③教職員・保育士等に対
する職員研修

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

2 再掲

【ファミリー・サポート・セン
ター事業】
　地域における区民や区内大学生
を取り込んだ育児の相互支援活動
を充実。世代を超えた育児支援の
輪が地域に根づくように会員の確
保、活動の調整、普及啓発活動な
どを進めることで、子育て家庭の
支援を図る。

1か所
依頼会員  380人
支援会員　100人
両方会員　5人
活動回数　2300回
普及講習会　3回実施
交流会　2回実施

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

3 新規

【子育て・家族支援者の養成】
　「子育てしやすい地域づくり」
や「地域における子育て支援力の
醸成」を目的として、区内で子育
て支援の担い手となる意欲のある
人を対象に、実績のある特定非営
利活動法人（あいぽーとステー
ション）と協働して、子育て支援
活動に必要な知識・経験を習得す
る「子育て・家族支援者養成講
座」を開催し、地域の子育て・家
族支援人材を養成する。

2級養成講座認定者
　11名
（講座は9月下旬より開
催）
3級養成講座認定者
　53名
（講座は7月中旬まで開
催、受講者9名）

平成22年度
　2級30名､3級60名
平成23年度
　2級35名､3級70名
平成24年度
　2級40名､3級75名
平成25年度
　2級43名､3級80名
平成26年度
　2級46名､3級85名

児童・家庭
支援セン
ター

4 新規

【児童等への総合防災教育】
　消防団員は、地域住民等で構成
され、児童等と一番身近な関係に
ある。次代を担う児童に学校教育
を通じ、防災意識を育んでいくこ
とは、将来にわたり地域防災力向
上につながる。
　地域の防災リーダーとしての消
防団員が講師となり、消防署の側
面的な支援を受け、総合防災教育
を推進していく。

-

平成22年度～26年度
　毎年度区立小学校、
中学校、中等教育学校
において、年1回訓練
を行う。また、地域で
の各種イベントの場に
おいても防災に関する
訓練を行う。

防災課

【関連事業】
青少年健全育成施策の推進（健全育成アドバイザー）
コミュニティスクール

番
号

所管課【事業名】概要区分

　子どもが育つ環境として、親と家庭の役割はなにものにも代え難い。しかし、子どもは親や家庭と
のかかわりだけで育つものではない。地域の人々の支援も子どもの健やかな成長発達には欠かせない
大切な要素である。地域の人々が親と子をあたたかく見守り、支援する心と技量を持つことも大切で
ある。親や家庭が抱える問題が複雑化し、また深刻度を増している今日では、地域全体としての育児
力を育成していくことが必要である。このことが地域のきずなを強めることにもつながる。



目標５  区民・企業・行政が一体となって子育てに取り組む

（1）働き方や固定的な男女の役割分担を変える取り組みを行う

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1 再掲

【次世代育成支援行動計画策定奨
励金】
　一般事業主行動計画を策定し、
公表した企業に奨励金を支給す
る。

次世代育成支援行動計画
策定奨励金交付件数10件
次世代育成手当現況調査
にチラシを同封し、周知
交付決定企業名・代表者
名・行動計画をホーム
ページ上で公表

平成22年度　拡充
平成23年度　継続
平成24年度　拡充
平成25年度～26年度
　継続

こども総務
課

2 再掲

【子育て支援への取り組み企業に
対する区の契約制度での優遇措
置】
　子育て支援の取り組みを実施し
ている企業に対して、区の契約制
度において優遇措置を講じる。

16件
平成21年度施設管理業務
の見積競争の入札参加資
格に「従業員301人以上
の企業にあっては、次世
代育成支援に関する「一
般事業主行動計画」を策
定し、都道府県労働局に
届け出ていること。」を
条件とした。

平成22年度～26年度
　継続

契約担当課

3 再掲

【中小企業従業員仕事と育児支援
助成事業】
　仕事と家庭の両立支援を推進
し、男女がともに働きやすい環境
をつくるため、育児休業を取得中
の従業員をもつ中小企業の事業主
が、雇用保険の育児休業給付に上
乗せして賃金を支給する場合、そ
の一部を助成する。
　また、新たに配偶者出産休暇制
度を導入し、従業員が利用した際
の奨励金や子の看護休暇を利用し
た際の奨励金を支給する。

延べ35事業所 平成23年度までに
　延べ50件
平成24年度～26年度
　第4次男女平等推進
行動計画で定める

国際平和・
男女平等人
権課

4 再掲

【育児・介護休業者職場復帰支援
事業】
　仕事と家庭の両立支援を推進
し、男女がともに働きやすい環境
をつくるため、育児・介護休業を
取得中の従業員が円滑に職場復帰
が果たせるよう、計画的に支援を
行っている中小企業に対して、奨
励金を支給する。

延べ10事業所 平成22年度～26年度
　継続

国際平和・
男女平等人
権課

【関連事業】
商工融資あっせん制度（次世代育成支援対策推進臨時・特例措置）

　仕事に追われて家庭生活や子育てに十分にかかわれないような働き方は見直されるべきである。親
がそれぞれのライフスタイルを選び、それにふさわしい働き方と子育てのあり方を選べるよう、多様
な働き方を支援する体制づくりは、企業の社会的責任であると同時に、優秀な人材を確保するうえで
企業にとっても必須の課題である。具体的には、長時間労働の解消、育児休業を取得しやすくする企
業風土の醸成、育児に数年間専念した後の復職を保障する体制の整備などが急がれる。

　長時間勤務など子育て期の親の働き方や男女の性別による固定的な役割分担などを見直すことなし
に、子育てに関する課題の根本的な解決は図れない。この点で企業が果たす社会的役割は大きい。千
代田区には日本有数の企業が集中しており、千代田区が全国の自治体に先駆けて企業とともに、この
課題解決に取り組む意義は大きい。

番
号

所管課区分 【事業名】概要



（2）サービスのあり方を検討し、サービスの質を担保する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【サービス評価制度】
　点検評価事業者が問題点を把握
し、サービスの質の向上に結び付
けていくとともに、利用者の適切
な選択を支援するための情報提供
に資するため、サービス評価制度
を推進する。

区立保育園　2園実施
認証保育所　2園実施

平成22年度～26年度
　継続

こども支援
課

【関連事業】
オンブズパーソン制度

（3）情報を届け、共有できるシステムを充実する

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1

【子育て応援ガイドブック】
　子育て関連情報を盛り込んだ子
育て応援ガイドブックを作成す
る。

子育て応援ガイドブック
2009年版発行

平成22年度
　情報収集・改定準備
平成23年度
　三訂版発行
平成24年度
　情報収集・改定準備
平成25年度
　四訂版発行
平成26年度
　情報収集・改定準備

児童・家庭
支援セン
ター

2 新規

【教育広報紙】
　教育や子育てを取り巻く環境の
変化に対応し、教育委員会と保護
者・地域社会を結ぶ情報の“かけ
はし”として、教育広報紙「かけ
はし」を発行する。

発行回数
　4回（6・9・12・3月）
　※臨時号発行は未定
発行部数
　各回7,200部

平成22年度～26年度
　継続

こども総務
課

【関連事業】
インターネットホームページ
区民の声
コールセンター

　保育や子育て支援に関して民間活力を導入することは、サービスの質の向上や多様なサービスの提
供を図る観点からも不可避である。民間ができるものは民間が担うことや、民間のノウハウの積極的
活用を検討する必要がある。その際は、サービスの質を担保するため、区が主導して適切な指導と補
助、評価を行うことが必要である。

区分

区分 【事業名】概要 所管課

【事業名】概要 所管課
番
号

番
号

　子育て情報を一元的に網羅したガイドブックの発行やホームページの一層の充実などにより、サー
ビスを必要としている人に着実にサービスが届くシステムを構築する必要がある。



（4）区民と行政の協働、行動計画推進体制の整備

【行動計画事業】
現況 年度別計画内容

（平成21年度末見込） (平成22年度～26年度)

1 再掲

【子どもに関わる職員の対応能力
の向上】
　子育て中の保護者を支えるた
め、幼稚園、保育園、こども園、
児童館などの教職員を対象に、保
護者支援の具体的な方法について
の研修を充実する。

スーパーバイザー指導・
助言
①児童・家庭支援セン
ター相談員に対する指
導・助言
②スクールカウンセラー
に対する指導・助言
③教職員・保育士等に対
する職員研修

平成22年度～26年度
　継続

児童・家庭
支援セン
ター

2 新規

【千代田区子育て施策の財源の確
保に関する条例】
　子育て環境の整備のための施策
に要する経費を継続的に確保する
ための条例を制定する。

平成17年度から21年度の
5年間で4,277,465千円の
新規・拡充事業経費を予
算化

平成22年度～26年度
　財源目標額確保

企画財政課

【関連事業】
人材育成
教員研修
特定事業主次世代育成支援行動計画・後期計画の策定
ちよだﾞ安全・安心ネットワークの推進
安全・安心パトロール

所管課【事業名】概要区分
番
号

　次世代育成支援行動計画は策定することが最終目標ではない。策定された行動計画をいかに実現し
ていくかについて力を注がなくてはならない。区には各施策を効果的に実施するための方策を講じて
いく責務があることは言うまでもない。同時に、行動計画の実現にあたっては、区民との協働が不可
欠である。


